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問人権啓発センター
　☎㉒８０１７（市役所別館１階）

Information ２.１ 次回の広報ひた２月15日号は、２月15日㈭に発送します。

※
土
・
日
曜
日
、祝
日
は
除
く
。

□
と
こ
ろ
　
各
司
法
書
士
事
務
所

※
詳
細
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
大
分
県
司
法
書
士
会

　
☎
０
９
７
‐
５
３
２
‐
７
５
７
９

● 

大
分
県
立
日
田
高
等
技
術
専
門
校

　
令
和
６
年
度
訓
練
生
募
集（
一
般
後
期
）

□
募
集
期
間
　
２
月
15
日
㈭
～
３
月
14
日
㈭

□
入
校
試
験
　
３
月
17
日
㈰

□
合
格
発
表
　
３
月
21
日
㈭

□
募
集
内
容
　

・
オ
フ
ィ
ス
ビ
ジ
ネ
ス
科
　
20
人

・
ガ
ー
デ
ン
エ
ク
ス
テ
リ
ア
科
　
20
人

※
定
員
に
達
し
た
科
は
募
集
を
行
い
ま
せ
ん
。

※
詳
細
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
大
分
県
立
日
田
高
等
技
術
専
門
校

　
☎
㉒
０
７
８
９

●「
民
事
介
入
暴
力
テ
レ
フ
ォ
ン
相
談
日
」開
設

□
と
き
　
２
月
21
日
㈬ 

午
前
10
時
～
午
後
４
時

「お客様は神様です」

　「人前で歌うとき、あたかも神前で祈るときの
ように、雑念を払ってまっさらな澄み切った心にな
らなければ完璧な藝

げい
をお見せすることはできない。

お客様を神様とみて歌う」。ただ、「お客様は神
だから徹底的に大事にして媚びなさい。何をさ
れようが我慢して尽くしなさいと発想、発言したこ
とはまったくない」と、かの有名人は、表題（フレー
ズ）の真意を説明しています。

　日本が誇る「おもてなしの文化」は、外国人に
も強烈なインパクトを与えています。相手（顧客）
に快適な時間を過ごしてもらうことの喜びを求め
るという、自国にはない心遣いの文化に心を動か
され、日本のサービス現場で働くことを強く希望
する外国人も少なくないようです。

　ところが、この文化を過剰に受け止め、さらに
は自己の承認欲求を満たすため、暴言や暴行、
脅迫、不当な要求に偏ってしまう「カスタマーハラ
スメント（カスハラ）」が問題視され続け、沈静化
の兆しは見えてきません。「度を超えた」行為は
他の顧客への迷惑に止まらず、企業の経営の阻
害、またそこで働く労働者の就業環境に不利益
をもたらすなど、許すことのできないものとなって
います。

　カスハラが起こる要因は、「目の前で起こった
出来事を迷惑行為に変えてしまう、受け手（顧
客）の性質」という個人の内面的な課題とされて
おり、その要因の解消はほぼ不可能と言えます。
このため、悪質な行為を繰り返す客の宿泊を断
ることが可能となった改正旅館業法の施行（令和
５年12月13日）や、ある航空会社は運送規約を
定めた約款を見直し、搭乗を拒否できる迷惑行
為の明示の検討を始めるなど、各方面でカスハ
ラを抑止する動きが始まっています。

　「おもてなしの文化」がこの先も称賛を受ける
ために、その質を高めるための顧客の声は重要
です。ただ、相手の非ばかりを取り上げて、迷惑
行為によって自分の心の欲求を満たそうとする、
そんな「神様」であってはいけません。

自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
及
び
貨
物
軽
自
動

車
の
届
出
を
行
っ
て
い
る
こ
と

・ 

市
内
の
各
自
治
会
等
１
６
３
か
所
に
、月
１

回（
年
12
回
）、配
送
が
で
き
る
車
両
及
び
人

員
を
保
有
し
て
い
る
こ
と

・ 

そ
の
他
、市
が
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い

る
こ
と

■
申
込
方
法
　
左
記
に
備
付
け
の
申
請
書
に
必

　
要
事
項
を
記
入
の
上
、提
出

※ 

必
要
書
類
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
左
記
二
次
元

コ
ー
ド
）か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

　
で
き
ま
す
。

■
申
込
期
限
　
２
月
29
日
㈭

問
地
方
創
生
推
進
課
シ
テ
ィ
セ
ー
ル
ス
係

　
☎
㉒
８
６
２
７（
市
役
所
６
階
）

●
２
月
は「
相
続
登
記
は
お
済
み
で
す
か
」月
間

□
と
き
　
２
月
１
日
㈭
～
29
日
㈭

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時（
無
料
相
談
）

大
肥
の
郷
麦
踏
み
交
流
フ
ェ
ス
タ

畑
に
広
が
る
緑
色
の
芽
を
踏
ん
で
麦
を
強
く
す

る「
麦
踏
み
」を
行
い
ま
す
。
畑
で
は
ド
ラ
ム
缶

ロ
ー
ラ
ー
、大
玉
遊
び
も
行
い
、会
場
で
は
地

域
屋
台
の
出
店
も
あ
り
ま
す
。
当
日
は
長
靴
を

持
参
し
、ご
参
加
く
だ
さ
い
。

■
と
き

　
２
月
18
日
㈰
　
午
前
10
時
30
分
～
午
後
２
時

■
と
こ
ろ
　
夜
明
交
流
セ
ン
タ
ー
・
周
囲
の
畑

問
麦
踏
み
交
流
フ
ェ
ス
タ
実
行
委
員
会

　
☎
０
９
０
‐
１
１
９
４
‐
２
３
０
５

　
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
地
域
活
動
支
援
係

　
☎
㉒
８
３
５
６（
市
役
所
６
階
）

令
和
６
年
度「
広
報
ひ
た
」等

文
書
送
達
委
託
業
務
入
札
参
加
者
募
集

■
参
加
資
格

・ 

市
内
で
配
送
業
を
営
む
法
人
で
、一
般
貨
物

タ
ウ
ン
情
報

※
詳
細
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
大
分
県
暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
９
７
‐
５
３
８
‐
４
７
０
４

　
大
分
県
警
察
本
部
暴
力
相
談
電
話

　
☎
０
９
７
‐
５
３
７
‐
３
１
１
０

●
行
政
書
士
無
料
相
談
会（
要
予
約
）

□
と
き

　
２
月
21
日
㈬
　
午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分

□
と
こ
ろ

　
Ｊ
：
Ｃ
О
М
ホ
ル
ト
ホ
ー
ル
大
分（
大
分
市
）

※
詳
細
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
大
分
県
行
政
書
士
会
事
務
局

　
☎
０
９
７
‐
５
３
７
‐
７
０
８
９

　
℻
０
９
７
‐
５
３
５
‐
０
６
２
２

●
第
１
０
７
回
住
ま
い
の
無
料
相
談
会

□
と
き
　
２
月
25
日
㈰
　
午
前
９
時
15
分
～
正
午

□
と
こ
ろ
　
桂
林
公
民
館

問
日
田
職
人
会（
原
田
）

　
☎
０
９
０
‐
７
９
８
２
‐
８
２
２
２
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お
知
ら
せ

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
相
談
会

日
田
税
務
署
で
は
、住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
確
定

申
告
書
作
成
会
を
開
催
し
ま
す
。

■
と
き
　
２
月
14
日
㈬
・
15
日
㈭

　
午
前
９
時
～
午
後
３
時

■
と
こ
ろ
　
日
田
税
務
署

■
対
象
者

　 

給
与
所
得
者
で
、令
和
５
年
中
に
住
宅
を

ロ
ー
ン
で
購
入
又
は
増
改
築
し
、同
年
中
に

入
居
し
て
い
る
人

■
申
込
方
法
　
左
記
窓
口
又
は
電
話
で
申
込
み

問
日
田
税
務
署

　
☎
㉓
２
１
３
９（
自
動
音
声
案
内
）

【
予
約
制
】マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

申
請
・
受
取
り
が
で
き
ま
す

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
や
受
取
り
が
次

の
時
間
外
・
休
日
に
で
き
ま
す
。
前
日（
開
庁

時
間
帯
）ま
で
に
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
２
月
の
開
庁
日

・
２
月
８
日
㈭
・
20
日
㈫

　
午
後
５
時
30
分
～
７
時
30
分

・
２
月
25
日
㈰
　
午
前
９
時
～
正
午

■
と
こ
ろ
　
市
民
課（
市
役
所
１
階
）

※
北
側
玄
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
お
問
い
合
わ
せ
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
㉒
８
３
０
３（
市
役
所
１
階
）

２
月
は
特
別
障
害
者
手
当
・

障
害
児
福
祉
手
当
の
支
給
月

在
宅
で
常
時
特
別
な
介
護
を
必
要
と
す
る
重
度

の
障
が
い
が
あ
る
人
な
ど
に
対
し
て
支
給
さ
れ

る
特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当（
11

～
１
月
分
）を
振
り
込
み
ま
す
の
で
、ご
確
認

く
だ
さ
い
。

■
支
給
日
　
２
月
９
日
㈮

※ 

次
の
よ
う
な
場
合
は
、支
給
対
象
か
ら
外
れ

ま
す
の
で
、左
記
に
必
ず
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

・
受
給
者
が
死
亡
又
は
市
外
に
転
出

・
病
院
等
に
３
か
月
以
上
継
続
し
て
入
院

・ 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や
障
害
者
支
援
施
設

な
ど
に
入
所

問
社
会
福
祉
課
障
害
福
祉
係

　
☎
㉒
８
２
９
０（
市
役
所
１
階
）

２
月
は
児
童
手
当
の
支
給
月

10
月
か
ら
１
月
ま
で
の
児
童
手
当
を
振
り
込
み

ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
支
給
日
　
２
月
５
日
㈪

※ 

振
り
込
み
の
時
間
は
、金
融
機
関
に
よ
っ
て

異
な
り
ま
す
。

問
こ
ど
も
家
庭
相
談
室
こ
ど
も
家
庭
相
談
係

　
☎
㉒
８
２
９
２（
市
役
所
１
階
）

第
４
回
自
死
遺
族
の
つ
ど
い【
要
予
約
】

大
切
な
人
を
自
死
で
亡
く
さ
れ
た
遺
族
を
対
象

に
、「
自
死
遺
族
の
つ
ど
い
」を
開
催
し
ま
す
。

■
と
き
　
３
月
６
日
㈬
　
午
後
2
時
～
4
時

※
受
付
は
午
後
1
時
30
分
か
ら
。 

■
と
こ
ろ

　 

大
分
県
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー
（
大
分
市
）

■
参
加
費
　
無
料

■ 
申
込
方
法

　 
大
分
県
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー
に
電
話
で
申
込
み

■
申
込
期
限
　
２
月
28
日
㈬

問 

大
分
県
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー
☎
０
９
７
‐
５
４
１
‐
６
２
９
０

　
健
康
保
険
課
健
康
支
援
係

　
☎
㉔
３
０
０
０（
ウ
ェ
ル
ピ
ア
内
）

健
康
・
福
祉

「
農
地
」に
関
す
る
相
談
に
応
じ
ま
す

「
農
地
」に
つ
い
て
、貸
し
た
い
・
借
り
た
い
・

探
し
た
い
等
、ど
ん
な
こ
と
で
も
結
構
で
す
。

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
と
き
　
２
月
21
日
㈬
　
午
後
１
時
～
３
時

■
と
こ
ろ
　
農
業
委
員
会
室（
市
役
所
３
階
）

■
申
込
方
法

　
左
記
に
電
話
又
は
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
申
込
み

■
申
込
期
限
　
２
月
19
日
㈪

問
農
業
委
員
会
事
務
局
☎
㉒
８
２
１
３

　
℻
㉒
８
２
４
６（
市
役
所
３
階
）

日
田
税
務
署
か
ら

確
定
申
告
に
関
す
る
お
知
ら
せ

日
田
税
務
署
に
、確
定
申
告
会
場
を
開
設
し
ま

す
。
混
雑
を
回
避
す
る
た
め
、会
場
に
入
場
す

る
際
は
、入
場
で
き
る
時
間
枠
が
指
定
さ
れ
た

「
入
場
整
理
券
」が
必
要
と
な
り
ま
す
。ま
た
、

確
定
申
告
は
、自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
、ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
又
は
タ
ブ
レ
ッ
ト
か
ら
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
を

利
用
し
た
申
告
も
で
き
ま
す
の
で
、是
非
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

■
期
間
　
２
月
16
日
㈮
～
３
月
15
日
㈮

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

※
土
・
日
曜
日
、祝
日
を
除
く
。

※ 

入
場
整
理
券
は
会
場
で
当
日
配
布
し
ま
す

が
、２
月
６
日
㈫
か
ら
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
利
用
し

た
オ
ン
ラ
イ
ン
事
前
発
行
も
行
い
ま
す
。

 

※ 

国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
納
付
証
明

書（
確
定
申
告
用
）は
税
務
課
税
制
窓
口
係
で

取
得
で
き
ま
す
。
電
話
で
請
求
い
た
だ
く

と
、自
宅
に
郵
送
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

問
日
田
税
務
署

　
☎
㉓
２
１
３
６（
自
動
音
声
案
内
）

　
税
務
課
税
制
窓
口
係

　
☎
㉒
８
３
９
７（
市
役
所
１
階
）

高
額
介
護
合
算
療
養
費
の

お
知
ら
せ
を
送
付
し
ま
す

高
額
介
護
合
算
療
養
費
と
は
、毎
年
８
月
か
ら

翌
年
７
月
ま
で
の
１
年
間
に
支
払
っ
た
医
療
保

険
と
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額
の
合
計
額
が
基

準
額
を
超
え
た
場
合
に
、そ
の
超
え
た
額
に
つ

い
て
支
給
さ
れ
る
制
度
で
す
。
大
分
県
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
で
支
給
が
見
込
ま

れ
る
人
に
、２
月
に
お
知
ら
せ
の
文
書
と
支
給

申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。
申
請
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、健
康
保
険
課
国
保
・
年
金
係（
市

役
所
１
階
）、各
振
興
局
で
申
請
手
続
を
し
て

く
だ
さ
い
。

■
必
要
書
類

　 

支
給
申
請
書
、お
知
ら
せ
の
文
書
、口
座
情

報
が
確
認
で
き
る
も
の（
通
帳
等
）、後
期
高

齢
者
医
療
被
保
険
者
証
、介
護
保
険
被
保
険

者
証
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
確
認
で
き
る
も
の
、

申
請
者（
代
理
人
を
含
む
）の
身
元
確
認
が
で

き
る
も
の（
運
転
免
許
証
等
）

問
大
分
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
☎
０
９
７
‐
５
３
４
‐
１
７
７
１

　
健
康
保
険
課
国
保
・
年
金
係

　
☎
㉒
８
２
７
１（
市
役
所
１
階
）

ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
婚
活
！【
要
事
前
申
込
】

■
と
き
・
対
象

　
２
月
18
日
㈰
　
午
後
６
時
～
８
時

　
30
～
40
代
の
独
身
男
女

■
と
こ
ろ
　
ス
ロ
ー
カ
フ
ェ 

丸
山
店

■
募
集
数
　
男
性
８
人
、女
性
８
人

■
参
加
費
　
３
千
円（
ア
ル
コ
ー
ル
は
別
途
）

■
申
込
み
・
問
合
先
　
天
使
の
お
つ
会（
矢
野
） 

　
☎
０
９
０
‐
８
３
９
８
‐
３
４
１
２

問
ひ
た
暮
ら
し
推
進
室
移
住
促
進
係

　
☎
㉒
８
３
８
３（
市
役
所
6
階
）

イ
ベ
ン
ト
・
募
集


